 (
別紙
)アンケート調査票
回答先　　神奈川県保健福祉局福祉部
障害サービス課施設福祉グループ　木村　行
　　　　　kimura.f47@pref.kanagawa.jp

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　

記載者氏名　　　　　　　　　　　　　　　
業務継続計画（ＢＣＰ）とは
	　緊急事態発生時においても、福祉サービスを継続する、あるいは早期に再開するために役立つツールとして、業務継続計画（Business Continuity Plan）があります。業務継続計画（ＢＣＰ）とは、「製品やサービスを提供し続けるために、災害や事故などで被害を受けても重要な製品やサービスの提供をなるべく中断させない、または中断しても可能な限り早急に再開するように、事前に取り決めておく計画」をいいます。
※「災害に強い事業所づくり～社会福祉事業におけるBCP 方法と実践～」株式会社 浜銀総合研究所より



１　貴法人が神奈川県内で経営している施設の状況について教えてください。
	
	障害者支援施設



	施設名
	所在市町村
	施設入所
の定員
	福祉避難所の
指定＊の有無

	
	
	名
	有 ・ 無

	
	
	名
	有 ・ 無

	
	
	名
	有 ・ 無


　　（注）加齢児にサービスを提供するため福祉型障害児入所施設と一体的に運営している施設
　　　　　については、記載する必要はありません。

	
	福祉型障害児入所施設



	施設名
	所在市町村
	定　員
	福祉避難所の
指定＊の有無

	
	
	名
	有 ・ 無

	
	
	名
	有 ・ 無



	＊「福祉避難所の指定」
障害者など一般の避難所では生活に支障を来す人に対して、ケアが行われるほか、要援護者に配慮したポータブルトイレ、手すりや仮設スロープなどバリアフリー化が図られた避難所として、市町村より地域防災計画に基づいて指定を受けている施設をいいます。


２　業務継続計画（ＢＣＰ）を策定していますか。
	
	策定している（３にお答えください）

	
	現在、策定中

	
	なし（４にお答えください）

	
	ないが、今後検討する予定（４にお答えください）

	
	ＢＣＰがどのようなものか知らない



３　業務継続計画（ＢＣＰ）を策定した後、運用していく上で課題と感じている点についてお聞かせください。（自由記載）
	

	

	



４　業務継続計画（ＢＣＰ）を策定していない理由を教えてください。
	
	スキルやノウハウがない

	
	法令、規制等の要請がない（義務化されていない）

	
	検討するための人手、時間が足りない

	
	策定するための費用が確保できない

	
	ＢＣＰと同等のマニュアル等がある　概要を教えてください

	
	

	
	その他（自由記載）

	
	

	
	

	
	

	
	




　本県では、平成26年度に障害福祉施設におけるＢＣＰ策定支援に係る検討会を設置し、神奈川県知的障害福祉協会と神奈川県身体障害施設協会と協働で、別紙「かながわ障害福祉施設ＢＣＰ作成支援ツール」を作成しています。

５　「かながわ障害福祉施設ＢＣＰ作成支援ツール」を知っていますか。
	
	知っている（６にお答えください）

	
	知らない




６　「かながわ障害福祉施設ＢＣＰ作成支援ツール」をどう活用していますか。
	
	ツールを活用して自施設においてＢＣＰを作成した

	
	ＢＣＰを作る際の参考にしたが、直接は活用しなかった

	
	防災関係の研修に活用した

	
	特に活用していない

	
	その他（自由記載）

	
	



７「かながわ障害福祉施設ＢＣＰ作成支援ツール」についてご意見があれば、お聞かせください（自由記載）
	

	

	

	

	



８　業務継続計画（ＢＣＰ）を策定するためにどのような支援が必要だと考えま
すか。
（複数回答可）
	
	先行事例の紹介

	
	計画策定のためのマニュアルの紹介

	
	計画策定のための研修会の実施

	
	その他（自由記載）

	
	

	
	

	
	

	
	



９　消防署に提出している避難計画以外で、独自の避難マニュアル等はありますか。
	
	なし

	
	あり　概要を教えてください

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


以上でアンケートは終了です。御協力ありがとうございました。　
